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研究成果の概要： 

この研究は、ユーロリージョンと呼ばれる欧州の基礎的自治体レベルにおける越境地域協力の

制度化とその問題点をマルチレベル・ガバナンスという観点から検討した。INTERREG,EGTC と

いう EU の地域協力の諸制度が越境地域協力を活性化するために重要な役割を果たすが、地域の

イニシアチブが十分に育成されないままに、制度化が行われると国家戦略に地域が利用される

というパラドックスを生じるという問題を抱えている。 
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研究分野：複合新領域 
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１．研究開始当初の背景 

冷戦の終結は、欧州においては東西欧州の統

合と EU の統合の進展という地域協力の拡大

と深化をもたらせた。中東欧では、かつての

東西ヨーロッパの分断線を跨ぐ越境地域協

力の動きが活発化し、多くのユーロリージョ

ンが設立された。越境地域協力は、それぞれ

の地域のニーズに沿って、ボトムアップで立

ち上げられたものであったが、その地理的な

拡大によってかつての東西分断線はユーロ



リージョンによって、ほとんど覆いつくされ

ることとなった。その結果、越境地域協力は、

国境の相対化と国家間の対話の場を確保す

るという点で、信頼醸成の機能を果たすこと

となり、その安全保障の機能ゆえに、EUは制

度化を進めていくことになる。しかし、地域

によってニーズが異なるところで、制度化す

ることによる問題も生じている。こうした国

家をアクターとしない地域協力の可能性と

問題点を明らかにすることが、今後の地域協

力を発展させるために不可欠であり、また日

本が近隣諸国との関係において越境地域協

力を進めていくうえで、欧州の経験は有用で

あろうと思われる。 

 
 
２．研究の目的 

 欧州の基礎的自治体レベルにおける越境

地域協力は、INTERREG という EU の地域協力

の制度化によって、飛躍的に増大し、欧州で

は越境地域協力を行うアクターとしてのユ

ーロリージョンの数は１００を越えており、

EU の域内だけでなく、域外にも拡大している。

この越境地域協力の水平的拡大の要因は、EU

が INTERREG、および PHARE/CBC, TACIS/CBC

というプログラムによって越境地域協力を

制度化したことが大きい。しかし、越境地域

協力はその活動のアクターが任意団体であ

るという点で、正統性の問題が生じることに

なる。EU はこの問題に対して、ユーロリージ

ョンを公法上の団体として承認することに

よって対処するため、EGTC という制度を導入

した。EGTC は国家間の協定がなくてもユーロ

リージョンが設立できるという点で、画期的

ではあるが、国家の関与を義務づけるという

点で、越境地域協力を推進する EU の根拠と

なっている「補完性の原理」を脅かす危険性

を孕むというジレンマを抱えている。EUでは、

このジレンマを軽減するための政策として、

さまざまなレベルのアクターを関与させる

マルチレベル・ガバナンスが試みられており、

この研究の目的は、このマルチレベル・ガバ

ナンスがユーロリージョンの正統性をどの

程度担保できるかについて検討することで

ある。 

 

３．研究の方法 

研究の方法は、理論的なアプローチと実証的

なアプローチの二つのアプローチで行った。

理論的なアプローチでは、EGTC の法的な側面

からの分析を中心に行い、実証的なアプロー

チは、ユーロリージョンにおけるヒアリング

調査と 10 年以上にわたりチェコーポーラン

ド国境地域において住民の意識調査を行っ

てきた連携研究者ヴァーツラフ・ホウジヴィ

チカ博士との意見交換を中心に行った。 

 
 
４．研究成果 

（１） 欧州におけるミクロレベルの越境

地域協力は、EU の補助金制度

INTERREG や PHARE/CBC, TACIS/CBC

によって欧州全土に拡大し、EU の

統合を進めるうえで重要な役割を

担ってきた。こうした越境地域協力

の進展は、国家の機能を上位と下位

に分化するマルチレベル・ガバナン

ス（MLG）として理解されてきた。

しかし、これまでの研究において、

国家の衰退、国家の上位および下位

アクターへの権限の移譲を主張す

る MLG では、越境地域協力の実態を

十分に説明することはできない。す

なわち、越境地域協力はミクロレベ

ルの地域協力であるが、その地域で

プロジェクトを実施するためには、

国家の下位アクターとしての基礎

的自治体や地方政府のみならず、EU
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（２） そうした越境地域協力の形態は、本

来期待されていた周辺・辺境地域に

おける経済発展という目的が十分

に成果を上げられない場合におい

ても、国家間の信頼醸成に寄与して

いるという観点から評価されてき

た。 

（３） この信頼醸成という機能は、かつて

の東西分断線上に設置されたユー

ロリージョンにおいては、2004 年

にこれらの諸国が EU に加盟するま

での時期、対ロ関係上重要な役割を

果たした。それゆえに、EU は

INTERREGⅡの時期に大幅な制度改

革をしながら、越境地域協力の制度

化を図り、それを東欧諸国への拡大

していった。それは近隣諸国政策の

なかにも取り込まれ、越境地域協力

は近隣諸国政策の重要な課題とな

っていった。 

（４） EU の制度化における問題点は、多様

なアクターが係る越境地域協力の

正統性の問題点である。任意団体が

自由に EU にアクセスすることによ

って、補助金を得る制度には、住民

に対するアカウンタビリティがな

く、また国家も一義的には責任を持

たない。そのために、EUは EGTC と

いう制度を導入し、ユーロリージョ

ンに対して、EU の規則において公

法上の地位を与えるとこととした。

これによって、「地域」は国家の一

部ではなく、国家から自立した機関

としての地位を獲得することにな

った。 

（５） INTERREGやEGTCというEUの地域協

力の制度化は、地域を可視化すると

いうメリットがある。 

（６） 他方で、これらの制度の導入の背景

には、EU の東方拡大によって、越

境地域協力が旧社会主義国間で行

われるようになり、地域のイニシア

チブが希薄な地域で行われる越境

地域協力は、期待した成果をえられ

ないばかりか、制度を利用するため

の協力となり、補助金が有効に使わ

れていないという指摘がなされて

いる。そのために EU は、INTERREG

Ⅲでは、国家の関与を必須とし、

EGTC においても国家が責任を持つ

ことを明示することに至った。 

（７） その結果、地域のボトムアップで、

地域にニーズをくみ上げるための

制度であったはずの越境地域協力

は、東欧諸国では、国家の外交戦略

として利用されることとなり、国家

戦略の観点から、地域が従来おこな

ってきていた地域協力を阻害する

という事態まで引き起こしている

のである。 

（８） 越境地域協力における正統性とア

カウンタビリティの問題は、問題を

それぞれの国家の責任に回帰させ

るのではなく、地域住民と越境地域

協力体との間での民主化のプロセ

スを組み込む方向（下に開く）で制

度設計をやり直す必要がある。 
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